
二
裁
判
官
に
つ
い
て
は
へ
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊

（
対
因
四
回
。
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

｜
今
回
の
「
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
」
の

（
鐘
巨
）

府
職
員
と
は
別
の
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も

位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
政

性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と
し
て
の
地

の
と
理
解
し
て
お
り
ま
す
。

職
員
の
給
与
改
定
等
に
伴
い
、
裁
判
官
の
報
酬
月
額

己

の
改
定
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
（
注
一
）
。

検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
一
般
の
政
府

｜
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
心
裁
判
所
に
お
か
れ
て

今
回
の
一
般
の
政
府
職
員
の
給
与
の
引
下
げ
は

司
法
法
制
部
作
成

吉
田
博
美
議
員
（
自
民
）、

1棹



4

（
注
一
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
本
年
九
月
二
十

る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

か
れ
て
検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
、
今
般

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
は
へ
十
分
に
合
理
性
が
あ

き
て
お
り
（
注
三
）
、
政
府
と
し
て
、
裁
判
所
に
お

と
す
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
改
定
を
行
っ
て

公
務
員
全
体
の
給
与
体
系
の
中
で
へ
そ
の
職
務
の
特

一

殊
性
を
十
分
考
慮
し
つ
つ
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
も
の

る
べ
き
で
あ
る
な
ど
と
す
る
今
般
の
人
事
院
勧
告
を

受
け
、
同
勧
告
ど
お
り
の
給
与
の
改
定
を
行
う
旨
の

閣
議
決
定
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
（
注

一
《
一
）
◎

た
め
に
、
一
般
職
の
職
員
全
体
の
本
俸
を
引
き
下
げ
〃

そ
の
給
与
水
準
を
社
会
一
般
の
情
勢
に
適
応
さ
せ
る

従
来
、
裁
判
官
の
給
与
に
つ
き
ま
し
て
も
、
国
家

2



0

答
弁
等
責
任
者

（
注
三
）
こ
の
考
え
方
に
基
づ
き
へ
具
体
的
な
改
定
の
方
法

に
つ
い
て
は
、
従
来
、
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方
式
」
に

よ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
対
応
金
額
ス
ラ
イ
ド
方

式
」
と
は
、
特
別
職
及
び
一
般
職
の
給
与
と
対
応
さ
せ
、

特
別
職
及
び
一
般
職
の
給
与
が
改
定
さ
れ
た
場
合
は
同
じ

改
定
率
で
裁
判
官
及
び
検
察
官
の
給
与
を
改
定
す
る
と
い

う
方
式
を
い
う
。

■

。

（
注
一
一
）
本
年
の
一
般
政
府
職
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
閣

議
決
定
は
、
本
年
九
月
二
十
八
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
一
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

八
日
へ
裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か

ら
、
法
務
省
に
対
し
、
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

自
宅
携
帯

3



（対法務当局）

平成17年10月27B(木）

司法法制部

参・法務委員会

博美議員（自民）吉田

2問この法案では，平成17年度分の給与改定と平成18年度以降
分の給与改定の二段階に分かれているが,その趣旨は何か，法務
当局に問う。

(答）

1 いずれも，今般の人事院勧告に基づく，一般の政府職員の給与改定に

伴い，裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額を全体として引き下げる

ことを内容とするものである。

2すなわち，

（1）平成17年度分の給与改定については， 一般の政府職員について

民間の賃金水準に合わせた給与月額の引下げが行われることに伴い ,

裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額についても，おおむねこれに

準じて，全体的に約0． 3％引き下げるというものである。

（2） .平成18年度以降分の給与改定については， 一般の政府職員につい

て，①民間賃金の低い地域における賃金水準に合わせた給与月額の引

下げと ②民間賃金の高い地域に勤務する職員に対する調整手当に代

，裁判官の報酬月額及び検

察官の俸給月額についても，

6． 7％引き下げ，併せて，

るものである。

おおむねこれに準じて約1． 9％から約

新たに地域手当を導入することとしてい



ワ

(対法務当局）

平成17年10月27B.(木）

人事課

参・法務委員会

吉田博美議員（自民）

3問検察官の俸給を引き下げることによって，優秀な人材
の確保に影響はないか，法務当局に問う。

(答）

治安の回復や司法制度改革における諸制度の実施等政府にと

っての重要な施策の実現を図るためには，検察官の人員の確保

は極めて重要であり，そのためには,検察官の待遇を相当な程

度に維持し，適宜改善することも必要であると思われる。

しかし,今回の法改正による俸給の引下げは，公務員全体の

給与の在り方の見直しを踏まえて行われる裁判官の報酬の引下

げと同時に行われるものであって,検察官のみの待遇を引き下

げようとするものではない上，そもそも，任官者の確保のため

には，給与などの待遇面のみならず,仕事のやりがいなどその

他の側面の在り方が重要であることから，今回の給与の引下げ

が，直接任官者の減少など検察官の人材確保に影響するとまで

は考えられない。



●

(対法務当局）

平成1 7年10月27B(木）

人事課

参・法務委員会

吉田博美議員（自民）

4問検察官については，一般職の国家公務員でありなが
ら，裁判官と同様の給与体系としているが，理由は何
か，法務当局に問う。

(答）

検察官は，国家公務員法上は一般職の国家公務員とされてい

る（同法第2条)｡ 。しかし，検察官の俸給については，特に検
察庁法第21条において「検察官の受ける俸給については，別
に法律でこれを定める」こととされ， これを受けて，一般職給
与法とは別個に，検察官俸給法が制定されており，その俸給月
額は裁判官に準じて定められている｡

これは，検察官が，刑事について，公訴を行い，裁判所に法
の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する等，司法権の
適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官
であること，また，原則として裁判官と同一の試験及び養成方
法を経て任用されるものであることなど裁判官に準ずる性格を
有することから，検察官の俸給等については，他の一般職の国
家公務員とは別個に，裁判官の報酬等に準じて定めるべきもの、
であるからである。



、

(対法務当局）
G

平成17年10月27日（木）

人事課

参・法務委員会

吉田博美議員（自民）

(答）

今般の人事院勧告における地域手当の導入は，地域ごとの民

間賃金水準の格差を踏まえ，国家公務員の給与に地域の民間賃

金水準がより適切に反映されるよ:う，俸給水準を全体的に引き

下げた上で,民間賃金水準の高い地域では，従前の調整手当に

代えて，地域手当を支給しようとするものである。

検察官の手当については，原則として，一般職給与法適用職

員の例によることとされており,ただ今述べたような地域手当

を導入する趣旨は検察官にも妥当するものであることから，検

察官にも地域手当制度を導入しようとするものである。

いずれにしても,全国各地に置かれている検察庁において，

その重責を担うにふさわしい有能で適性のある検察官を配置で

きるよう引き続き努めてまいり‘たい。



℃

（
対
国
凹
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

一
裁
判
官
に
つ

へ

答
一

検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果
を
受
け
て
、
改
正
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
す
（
注
三
）
。

位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
す
。

を
も
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
注
二
（
注
一
一
）
。

き
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
憲
法
の
規
定
の
趣
旨

性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と
し
て
の
地

は
、
す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ

六
問
裁
判
官
の
報
酬
月
額
を
は
じ
め
と
す
る
裁

判
官
の
処
遇
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
今
後
ど

の
よ
う
な
姿
勢
で
検
討
を
進
め
る
べ
き
か
、

法
務
大
臣
の
所
見
を
問
う
。

の
報
酬
は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て

今
回
の
「
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
」
の

ま
た
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
裁
判
官

い

て
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊

司
法
法
制
部
作
成

吉
田
博
美
議
員
（
自
民
）

1倖



b

二
も
と
よ
り
、
裁
判
官
の
担
う
職
務
と
責
任
が
重
大

（
注
二
）
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
十
九
条
第

六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
は
、
「
裁
判
官
は
、
す
べ
て

定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、
在
任

中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規
定
し

（
注
一
）
一
般
の
政
府
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
「
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
「
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

今
後
と
も
、
重
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

難
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
の
役
割
は
、

考
え
て
お
り
ま
す
（
注
四
）
。

あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事
件
も
複
雑
困

し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り
た

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で

て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分
に
尊
重

裁
判
官
の
報
酬
を
含
め
た
処
遇
の
あ
り
方
に
つい

と い

2
亡

のの



、

（
注
四
）
裁
判
官
の
報
酬
の
定
め
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職

務
と
責
任
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
超
過
勤

務
手
当
の
支
給
が
な
い
こ
と
、
そ
の
重
責
に
ふ
さ
わ
し
い

適
材
確
保
の
必
要
性
等
を
満
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

等
を
考
慮
し
つ
つ
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
配
慮
し
て
、
一
般
の
政
府
職
員
と
は
別
の
法
律
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

（
注
三
）
今
回
の
法
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
法

務
省
に
対
し
、
立
法
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
憲
法
の
規
定
は
、
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独

立
性
を
経
済
的
側
面
か
ら
担
保
す
る
た
め
、
相
当
額
の
報

酬
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
安
ん
じ
て
職
務

に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
裁

判
官
の
報
酬
の
減
額
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
裁
判
官
又
は

司
法
全
体
に
何
ら
か
の
圧
力
を
か
け
る
意
図
で
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
お
そ
れ
の
あ
る
報

酬
の
減
額
を
禁
止
し
た
趣
旨
の
規
定
と
解
さ
れ
る
。

て
い
る
。

3



◆

答
弁
等
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法

連
絡
先
役
所
自
宅
携
帯

法
制
課
長
井
上
宏
１

1

4



、

（
対
閃
目
回
心
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

｜
裁
判
官

（
答
）

組
み
に
お
い
て
、
他
の
国
家
公
務
員
と
異
な
る
職
務

最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
退
職
手
当
に
つ
い
て
は

が
あ
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
は

性
や
重
要
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
司
法
の
担
い
手
と

十
問
裁
判
官
の
報
酬
や
退
職
手
当
金
に
つ
い

て
、
｜
般
の
国
家
公
務
員
と
の
関
係
を
含

め
へ
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
の

所
見
を
問
う
。

と
責
任
の
特
殊
性
を
、
相
当
程
度
反
映
さ
せ
る
必
要

所
裁
判
官
の
退
職
手
当
制
度
に
つ

と
考
え
て
い
ま
す
。

し
て
の
地
位
や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
」
に

「
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、

し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
の
報
酬
制
度
や
最
高
裁
判

に

つ

い

て
は
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊

司
法
法
制
部
作
成

吉
田
博
美
議
員
（
自
民
）

い

て
は
、
そ
の
仕

1



●

二
も
と
よ
り
、
裁
判
官
の
担
う
職
務
と
責
任
が
重
大

（
注
一
）
一
般
の
政
府
職
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
二
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
と
「
特
別
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
国
家
公
務
員
一
般
の
退
職
手
当
の
額
に
つ
い
て

す
（
注
一
）
（
注
二
）
（
注
三
）
。

今
後
と
も
、
重
要
な
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

難
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
の
役
割
は
、

あ
り
、
社
会
状
況
の
変
化
に
伴
い
、
事
件
も
複
雑
困

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま

に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分

で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で

よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

裁
判
官
の
報
酬
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
あ
り
方

い

り

2



b

（
注
三
）
最
高
裁
判
所
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
広
く
各
方
面

か
ら
識
見
の
高
い
人
材
を
得
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
地
位

や
役
割
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
が
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
退

職
手
当
に
つ
い
て
も
、
他
の
国
家
公
務
員
と
は
別
に
、

「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
」
に
よ
り
定
め

ら
れ
て
い
る
。

（
注
二
）
裁
判
官
の
報
酬
の
定
め
方
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職

務
と
責
任
の
特
殊
性
を
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
超
過
勤

務
手
当
の
支
給
が
な
い
こ
と
、
そ
の
重
責
に
ふ
さ
わ
し
い

適
材
確
保
の
必
要
性
等
を
満
た
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と

等
を
考
慮
し
つ
つ
、
民
間
企
業
の
給
与
水
準
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
配
慮
し
て
、
一
般
の
政
府
職
員
と
は
別
の
法
律
に

よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

な
お
、
裁
判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
、
憲
法
第
七
十
九
条

第
六
項
及
び
第
八
十
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
裁
判
官
は
、

す
べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
と
規

定
さ
れ
て
い
る
。

は
、
「
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
」
に
よ
り
定
め
ら
れ
て

い
る
。

3



｡

（
注
四
）
検
察
官
の
俸
給
に
つ
い
て

検
察
官
は
、
国
家
公
務
員
法
上
は
一
般
職
の
国
家
公
務

員
と
さ
れ
て
い
る
が
、
検
察
官
の
俸
給
に
つ
い
て
は
、
特

に
検
察
庁
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
「
検
察
官
の
受
け
る

俸
給
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
こ
と

と
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
、
一
般
職
給
与
法
と
は
別
個
に
、

「
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
俸
給
月
額
は
裁
判
官
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
て
い

こ
れ
は
、
検
察
官
が
、
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と

は
異
な
り
、
①
刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、
裁
判
所

に
法
の
正
当
な
適
用
を
請
求
す
る
な
ど
の
検
察
権
を
行
使

す
る
な
ど
、
司
法
権
の
適
正
円
滑
な
運
営
を
図
る
上
で
極

め
て
重
大
な
職
責
を
有
す
る
準
司
法
官
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
②
原
則
と
し
て
裁
判
官
と
同
一
の
試
験
及
び
養
成
方

法
を
経
て
任
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
裁
判
官
に

準
ず
る
性
格
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
検
察
官
の
俸
給
等
に

つ
い
て
は
、
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
と
は
別
個
に
、

裁
判
官
の
報
酬
等
に
準
じ
て
定
め
る
こ
と
が
相
当
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

る
。

4



｡●

答
弁
等
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法

連
絡
先
役
所
自
宅
携
帯

法
制
課
長
井
上
宏

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

5



（
対
田
凹
回
・
副
大
臣
。
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

へ

答
一裁

判
官
の
報
酬
を
は
じ
め
と
す
る
処
遇
の
あ
り
方

夕

に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
、
裁
判
所
の
意
向
を
十
分

｛

を

受

け

て

、

改

正

を

行

お

う

と

す

る

も

の

で

す

。

も
、
裁
判
所
に
お
か
れ
て
検
討
を
進
め
ら
れ
た
結
果

を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い
ず
れ

酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」

｝

と
「
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
の
一
部

判
所
に
直
接
関
係
す
る
法
案
で
あ
る
「
裁
判
官
の
報

今
回
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
法
案
の
う
ち
、
裁

回
調
郵
地
弔
河
α
生

母
あ
る
と
思
弓

裁
判
所
の

》
、

■

〆
・
心
、
‐
こ
ふ
」
農
ワ
ニ
Ｌ

司
法
法
制
部
作
成

木
庭
健
太
郎
議
員
（
公
明
）

1佇



●

答
弁
等
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

（
注
）
今
回
の
裁
判
所
関
係
の
法
案
（
裁
判
官
報
酬
法
の
一

部
改
正
法
案
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
退
職
手
当
特
例
法
の

一
部
改
正
法
案
）
に
つ
い
て
は
、
本
年
九
月
二
十
八
日
、

裁
判
官
会
議
で
の
議
決
を
経
て
、
最
高
裁
判
所
か
ら
、
当

省
に
対
し
、
立
法
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
る
。

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

に
尊
重
し
た
上
で
、
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
ま

自
宅
携
帯

い

り

2．
の



（
対
国
凹
圓
・
副
大
臣
・
政
務
官
）

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

（
参
考
）
裁
判
官
の
身
分
保
障
に
関
す
る
憲
法
上
の
規
定

（
答
）

○
裁
判
官
に
対
す
る
定
期
・
相
当
額
の
報
酬
の
保
障
と
そ

代
表
し
て
見
解
を
述
べ
る
立
場
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

裁
判
官
の
身
分
保
障
に
つ
き
ま
し
て
は
、
司
法
権
を

行
使
す
る
裁
判
官
が
、
憲
法
と
法
律
に
の
み
拘
束
さ

れ
、
良
心
に
従
っ
て
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る

理
解
し
て
お
り
ま
す
。

こ
と
を
担
保
す
る
趣
旨
で
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と

■■■■■■

第
七
十
九
条
第
六
項
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す

べ
て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬

は
、
在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
八
十
条
第
二
項
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ

の
減
額
禁
止

法
務
省
は
、
憲
法
の
解
釈
一
般
に
つ
い
て
政
府
を

問
憲
法
が
裁
判
官
の
身
分
保
障
を
定
め
て
い

る
理
由
は
何
か
、
法
務
大
臣
に
問
う
。

司
法
法
制
部
作
成

井
上
哲
士
議
員
（
共
産
）

1



答
弁
等
連
絡
責
任
者

司
法
法
制
部
司
法
法
制
課
長
井
上
宏

連
絡
先
役
所
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

役
所

○
裁
判
官
の
職
権
行
使
の
独
立

第
七
十
六
条
第
三
項
す
べ
て
裁
判
官
は
、
そ
の
良
心

○
裁
判
官
の
罷
免
・
懲
戒
の
制
限

第
七
十
八
条
裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、
心
身
の
故

障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
決
定

さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
弾
劾
に
よ
ら
な
け

れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
。
裁
判
官
の
懲
戒
処
分
は
、
行

政
機
関
が
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
従
ひ
独
立
し
て
そ
の
職
権
を
行
ひ
、
こ
の
憲
法
及

び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

て
定
期
に
相
当
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

自
宅
携
帯

2



（対法務当局）

平成17年10月27日 （木）

司法法制部

参・法務委員会

井上哲士議員（共産）
別

2問裁判官の報酬が景気の動向に左右されることについて， どのよ● C

うに考えるか，法務当局に問う。

(答）

1裁判官については，量の職務と責任の特殊性を踏まえた上で，司法の

担い手としての地位や役割にふさわしい処遇が不可欠であることから,
裁判官の報酬については，一般の政府職員とは別の法律により定められ
ているものと理解している。

2委員ご承知のとおり，一般の政府職員の給与については，量の水準の
民間との均衡等の観点から，社会一般の情勢に適応させるという考え方

に立つ人事院勧告を受けて改定が行われてきているが,裁判官の報酬に
4

ついては,堂の職務と責任の特殊性を考慮しつつ，国家公務員全体の給

与体系の中でバランスの取れたものとするとい う考え方に基づいて， こ

れまで,一般の政府職員の給与改定に伴って，必要な改定を行ってきた
ところである。

3そのため, ･裁判官の報酬については，結果的に民間の賃金水準の変動
とある程度関連することになっているが；このような裁判官の報酬のあ
り方に関する考え方は，十分に合理性があると思われる。

(今回の措置についても，裁判所において， このような考え方に基づいて，
検討を進められた結果を受けて,政府として，必要な法改正の措置を講
ずるものであり，十分に合理性があると考えている○）

(注1）本年の一般政府職員の給与改定に関する閣議決定は，本年9月28日
に行われている。

-1 -



(注2）この考え方に基づき，具体的な改定の方法については，従来， 「対応
金額スライド方式」によっているところである｡ ｢対応金額スライド方式」
とは，特別職及び一般職の給与と対応させ，特別職及び一般職の給与が改定
された場合は同じ改定率で裁判官及び検察官の給与を改定するという方式を
いう。

－2－



（
対
大
臣
・
剛
Ⅲ
間
凰
・
政
務
官
〉

十
月
二
十
七
日
（
木
）
参
・
法
務
委

（
鐘
目
）

一

■■■■■

■■■■■ﾛ■■二
公
務
員
の
評
価
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
現

｜
検
察
官
の
勤
務
評
定
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務

在
、
政
府
全
体
の
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
↑

該
検
察
官
の
上
司
が
、
各
検
察
官
の
捜
査
・
公
判

す
。

問
検
察
官
の
人
事
評
価
制
度
に
つ
い
て
も
、

裁
判
官
に
つ
い
て
の
新
し
い
人
事
評
価
制
度

と
同
じ
よ
う
に
対
話
型
で
開
示
さ
れ
得
る
も

の
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
法
務
副
大
臣

に
問
う
。

官
の
育
成
、
研
讃
に
も
活
か
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

総
合
的
に
勘
案
し
て
行
っ
て
い
ま
す
。

能
力
、
管
理
者
と
し
て
の
能
力
、
執
務
姿
勢
等
を

員
法
等
の
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
毎
年
一
回
、
当

に
指
導
を
行
う
な
ど
、
勤
務
評
定
の
結
果
を
検
察

そ
の
際
、
評
価
が
低
い
部
分
が
あ
っ
た
検
察
官

●

に
対
し
て
は
、
上
司
か
ら
そ
の
旨
を
告
げ
て
個
別

人
事
課
作
成

井
上
哲
士
議
員
（
共
産
）

1



（
三
な
お
、
検
察
官
の
評
価
に
も
外
部
の
方
の
視
点

議
員
六
人
を
含
む
、
外
部
の
委
員
十
一
人
で
構
成

と
に
適
格
性
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
法
務
鮮

さ
れ
て
お
り
、
全
て
の
検
察
官
に
つ
い
て
三
年
ご

査
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
点
も
御
理
解

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
同
審
査
会
は
、

じ
て
、
評
価
に
も
反
映
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
む
ろ

ん
、
全
て
の
検
察
官
が
検
察
官
適
格
審
査
会
の
審

を
採
り
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
の
御
指
摘
に

も
の
と
承
知
し
て
い
ま
す
。
検
察
官
の
評
価
制
度

り
つ
っ
、
引
き
続
き
改
善
の
た
め
の
検
討
を
続
け

て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
適
切
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応

の
方
の
御
意
見
等
が
検
察
庁
に
寄
せ
ら
れ
れ
ば
、

の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
そ
の
検
討
状
況
を
見
守

つ
い
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
検
察
官
に
関
す
る
外
部

国
会 い

2



別
添
資
料
（
井
上
議
員
提
出
済
）

・
国
家
公
務
員
法
第
七
十
二
条
第
一
項

・
人
事
院
規
則
一
○
’
二
（
勤
務
評
定
の
根
本
基
準
）

・
勤
務
成
績
の
評
定
の
手
続
及
び
記
録
に
関
す
る
政
令

・
検
察
官
適
格
審
査
会
に
対
す
る
審
査
の
被
申
出
検
察
官

数
づ
き

方
の
御
申
出
を
契
機
と
す
る
事
案
に
つ
い
て
も

大
臣
が
審
査
を

随
時
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
と

同
審
査
会
に
御
報

の
提
供
を
行

法
務
省
と
し
て
は

、

勤
務
成
績
の
良
く
な
い
検
察
官
に
つ
い
て

っ
て
お
り
ま
す

雲
箙

生
目 求

し
た
事
案
や

す
る
な
ど
適
時
適
切
に
資
料

、

同
審
査。

）

△
云 こ

ろ
で
す

の
御
指
示
に
基

■■■■■■■

般
の
国
民
の

。

、

3



（
答
弁
等
責
任
者

大
臣
官
房
人
事
課

連
絡
先
役
所
自
宅
携
帯

ー

li
4



4

、

国家公務員法

（勤務成績の評定）

第72条第1項

職員の執務については，その所轄庁の長は，

定の結果に応じた措置を講じなければならない。

定期的に勤務成績の評定を行い，その評

『



昭
二
七
・
四
・
一
九
公
布

昭
二
七
・
．
四
．
一
適
用

般
終
改
正
平
三
一
・
六
二
二
○
規
則
一
’
一
一
九

（
勤
務
評
定
の
意
睡
）

第
一
条
勤
務
評
定
は
、
人
事
の
公
正
な
基
礎
の
一
つ
と
す
る
た

め
に
、
職
員
の
執
務
に
つ
い
て
勤
務
成
績
を
評
定
し
、
こ
れ
を

妃
録
す
る
こ
と
を
い
う
。
．

（
勤
務
評
定
の
具
臓
す
べ
き
必
要
条
件
）

墓
一
条
勤
務
評
定
は
、
蕊
員
が
割
り
当
て
ら
れ
た
職
務
と
責
任

を
遂
行
し
た
実
緬
（
以
下
「
勤
務
実
績
』
と
い
う
。
）
を
当
睦

官
職
の
職
務
遂
行
の
基
準
に
照
ら
し
て
呼
定
し
、
並
び
に
識
務

に
関
連
し
て
見
ら
れ
た
遜
員
の
性
格
、
能
力
及
び
適
性
を
公
正

・
に
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
勤
務
呼
定
は
、
あ
ら
か
じ
め
賦
験
的
な
実
施
そ
の
他
の
鯛
査

を
行
っ
て
、
評
定
の
結
果
に
識
別
力
、
信
頼
性
及
び
妥
当
性
が

あ
り
、
且
つ
《
容
易
に
実
施
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
勤
務
実
演
の
評
定
方
法
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
職
員
の
勤
務
実
綴
を
分
析
的
に
評
価
し
て
配
録
し
、
．
又
は

具
体
的
に
妃
述
し
、
こ
れ
に
基
い
て
総
合
的
に
評
価
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二
一
重
上
の
者
に
よ
る
評
価
を
含
む
等
特
定
の
者
の
専
断
を

防
ぐ
手
続
を
具
燗
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
二
評
定
を
受
け
る
轍
興
の
数
並
び
に
軸
務
の
種
類
及
び
複
雑

○
人
事
院
規
則
一
○
’
一
一
（
勤
務

評
定
の
根
本
基
準
）

一
会
醗
検
垂
院
、
人
事
院
、
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
、
・
内

閣
府
、
宮
内
庁
並
び
に
内
閣
府
殴
匿
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
八
十
九
号
）
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す

る
織
閏
並
び
に
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
士
二
年
法
律
第

１
ｊ
百
一
一
十
号
）
心
第
三
条
に
親
定
ま
る
国
の
行
政
機
関
の
官
房

長
、
局
長
、
部
長
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
官
職
又
は

内
閣
府
設
置
法
第
十
八
条
、
第
一
二
十
七
条
、
第
三
十
九
条
、
、

第
四
十
条
、
第
四
士
二
条
及
び
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
七

条
ま
で
（
宮
内
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
号
）
第

十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
宮

内
庁
法
第
土
〈
条
及
び
第
十
七
条
第
一
項
並
び
に
国
家
行
政

組
織
法
第
八
条
か
ら
第
九
条
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
に
規
定

す
る
機
関
等
の
こ
れ
ら
に
準
ず
る
官
職
を
占
め
る
職
員

二
錘
務
と
責
任
の
類
似
す
る
も
の
が
著
し
く
少
な
い
官
轆
を

占
め
る
職
員
、
隔
遠
の
地
に
所
在
す
る
宮
署
の
豪
そ
の
他
勤

務
呼
定
を
実
施
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
蝿
め
ら
れ
る
職

と
責
怪
の
度
を
考
慮
し
て
一
括
す
る
こ
と
が
適
当
と
露
め
ら

れ
る
職
員
の
集
団
に
つ
い
て
、
評
点
の
分
布
を
定
め
、
又
は

平
均
点
数
を
規
制
す
る
等
評
定
の
職
別
力
を
増
し
、
且
つ
、

そ
の
不
均
衡
の
是
正
を
容
易
に
す
る
手
銃
を
具
鯛
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

（
勤
務
評
定
の
実
施
の
除
外
）

第
三
条
勤
務
評
定
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
実
施

五
そ
の
他
人
事
院
の
定
め
垂

（
勤
務
評
定
の
結
果
の
活
用
）

そ
の
他
人
事
院
の
定
め
る

一
二
顕
時
的
韓
員

四
非
常
勤
職
員

非
常
勤
職
員

し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
八
十
一
条
の
五
葉
一
項
に
規
定
す
る

短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
騨
員
を
除
く
。
）

風

職
員

簾
四
乗
所
轄
庁
の
憂
嶢
勤
務
呼
定
の
結
果
に
応
じ
た
措
匿
を

鱈
ず
る
に
当
っ
て
、
勤
務
成
績
の
良
好
な
職
員
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
優
遇
し
て
職
員
の
志
気
を
た
か
め
る
よ
う
に
努
め
や
勤

務
成
績
の
不
良
な
職
員
に
つ
い
て
唾
執
務
上
の
指
導
、
研
修

の
実
施
及
び
職
務
の
割
当
の
変
更
等
を
行
い
、
又
は
配
澄
換
そ

の
他
適
当
と
醒
め
る
措
置
を
露
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

●
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昭
四
一
二
一
・
一
○

政
令
一
三

改
正
平
三
一
二
〈
・
七
政
令
三
○
四

筋
務
評
定
の
実
施
規
程
）

第
一
条
国
宗
公
務
員
法
第
七
十
二
条
第
一
項
の
勤
務
成
績
の
評

定
（
以
下
「
勤
務
評
定
〕
と
い
う
。
）
は
、
所
轄
庁
の
長
が
内

閣
総
理
大
臣
と
躍
遜
し
て
定
め
た
勤
務
評
定
の
実
施
に
閏
す
る

規
程
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
施
栂
老
）
〃

第
二
条
勤
務
評
定
は
、
所
轄
庁
の
長
又
は
そ
の
指
定
し
た
部
内

の
上
級
の
職
員
（
以
下
こ
れ
ら
を
‐
「
実
施
権
者
」
と
い
う
。
）

が
実
施
す
る
。
。

（
勤
務
評
定
の
種
類
）
＃

第
三
条
勤
務
評
定
の
種
類
健
定
期
呼
定
及
び
特
別
呼
定
と
す

．
る
。（
定
期
評
定
）

○
勤
務
成
績
の
評
定
の
手
続
及
び

記
録
に
関
す
る
政
令

b

6

q■

（
呼
定
の
手
続
）

第
七
秦
勤
務
評
定
の
手
続
は
、
評
定
（
再
評
定
を
含
む
。
）
、

鯛
整
（
再
鯛
整
を
含
む
。
）
及
び
硬
蝿
と
す
る
、

２
評
定
は
《
実
施
樒
者
が
職
員
の
監
督
者
の
中
か
ら
評
定
着
と

し
て
指
定
し
た
者
（
次
坂
及
び
第
五
項
に
お
い
て
『
評
定
者
」

と
い
う
。
）
が
行
な
う
。
，

３
鯛
整
は
、
実
施
樒
箸
が
評
定
者
の
監
督
者
の
中
か
ら
鯛
整
考

と
し
て
指
定
し
た
壱
（
第
五
項
に
お
い
て
「
鯛
整
者
」
と
い

う
。
）
が
、
評
定
者
の
行
な
っ
た
評
定
に
つ
い
て
不
均
衡
が
あ

る
と
罷
め
る
場
合
に
行
な
う
。

４
掘
蝿
は
、
実
施
糧
者
が
、
第
二
坂
の
評
定
及
び
前
項
の
鯛
整

に
つ
い
て
審
査
し
、
適
当
と
鹿
め
る
場
合
に
行
な
う
。

（
評
定
期
間
）
・

第
六
乗
定
期
評
定
建
前
回
の
定
期
評
定
の
日
（
そ
の
日
が
条

件
耐
任
用
期
間
に
属
し
て
い
た
職
風
に
あ
っ
て
は
、
当
咳
期
間

の
満
了
の
日
の
翌
日
）
か
ら
当
鯵
定
期
評
定
の
日
の
前
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
聴
員
の
勤
務
成
績
に
つ
い
て
、
特
別
評
定
竺

実
施
擢
者
が
定
め
る
期
間
に
お
け
る
職
員
の
勤
務
成
績
に
つ
い

第
四
条
定
期
評
定
は
、
条
件
附
任
用
期
間
中
の
轆
員
以
外
の
漣

員
に
つ
い
て
、
毎
年
一
定
の
日
に
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣

府
令
で
定
め
る
理
由
が
あ
る
湯
合
に
お
い
て
は
、
実
施
の
日
を

変
更
し
、
又
は
実
施
を
翌
年
以
降
に
延
期
す
る
こ
と
が
で
き

る
。（
特
別
呼
定
）

第
五
条
特
別
評
定
は
、
条
件
附
任
用
期
間
中
の
職
員
に
つ
い

て
、
当
鯵
期
間
中
の
一
定
の
日
に
実
施
す
る
。

２
前
額
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
種
者
が
特
に
必
要
が
あ

る
と
鹿
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
特
別
呼
定
を
実
施
す
る
こ
と

て
実
施
す
る
。

が
で
き
る
。

５
再
評
定
又
は
再
鯛
整
は
、
実
施
栂
者
が
、
第
二
項
の
評
定
又

は
第
三
項
の
鯛
整
に
つ
い
て
審
査
し
、
適
当
と
罷
め
な
い
場
合

に
、
そ
れ
モ
れ
評
定
者
又
は
鯛
整
者
に
行
な
わ
せ
る
。

（
妃
蜂
）

露
ハ
桑
勤
務
評
定
の
妃
録
建
勤
務
評
定
妃
録
雪
と
し
て
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
内
閣
府
令
へ
の
委
任
）

第
九
条
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
評
定
の
手
続

及
び
配
録
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
。



検察官適格審査会に対する審査の被申出検察官数

(人）

●

平成10年
。〃

6

平成11年 14

平成12年 18

平成13年 9

平成14年 25

平成15年 12

平成16年 26


